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【改正日】令和６年４月１日 

 

新旧対照表 

 

新 旧 
横浜市下水道暗きょ等の利用に関する要綱 

制定 平成１１年１月７日 下企第１２７号 

最近改正 令和６年３月 25日 環創事マ第 562号 

 
横浜市下水道暗きょ等の利用に関する要綱を次のように定める。 
 
横浜市下水道暗きょ等の利用に関する要綱 
 

横浜市下水道局暗きょ等の利用に関する要綱 
制定 平成１１年１月７日 下企第１２７号 
改定 平成１３年１０月１日 下企第４０号 

 
横浜市下水道局暗きょ等の利用に関する要綱を次のように定める。 
 
横浜市下水道局暗きょ等の利用に関する要綱 

（用語の定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 
(1)、(2) （略） 
(3) 占用者 下水道暗きょ等に電線等を設置するため、条例第２４条の規定に

より占用の許可を受けたものをいう。 
 

（用語の定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 
(1)、(2) （略） 
(3) 占用者 下水道暗きょ等に電線等を設置するため、施行規則第３５条第

２項の規定により公共下水道占用許可書の交付を受けたものをいう。 
 

（占用許可の対象者） 
第３条 下水道暗きょ等の占用許可の対象者は、国、地方公共団体、電気通信

事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定する電気通信事業者

又は放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２６号に規定する放送事

業者とする。 

（占用許可の対象者） 
第３条 下水道暗きょ等の占用許可の対象者は、国、地方公共団体、電気通信

事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条第１項に規定する第一種電気通

信事業者又は有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）第２条

第３項に規定する有線テレビジョン放送施設者とする。 
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（事前協議） 
第４条 前条に規定されている占用許可の対象者で、下水道暗きょ等の占用を

予定している者（以下「申請者」という。）は、市長に事前協議書（第１号

様式）を２部提出するものとする。 
２～５ （略） 

（事前協議） 
第４条 前条に規定されている占用許可の対象者で、下水道暗きょ等の占用を

予定している者（以下「申請者」という。）は、市長に事前協議書（第１号

様式）を正副２部提出するものとする。 
２～５ （略） 

（事前協議が競合した場合の取扱い） 
第５条 （略） 
２ （略） 
３ 申請者は、前項の規定により、当該下水道暗きょ等に複数の電線等の一体

的設置について申請者間での協議の後、協議意見書を受理してから１か月以

内に、市長に事業者間協議回答書（第２－２号様式又は第２－３様式）を提

出するものとする。 
４、５ （略） 
 

（事前協議が競合した場合の取扱い） 
第５条 （略） 
２ （略） 
３ 申請者は、前項の規定により、当該下水道暗きょ等に複数の電線等の一体

的設置について申請者間での協議の後、協議意見書を受理してから１か月以

内に、市長に事業者間協議回答書（様式第２－２号様式）を提出するものと

する。 
４、５ （略） 
 

（現地調査） 
第６条 （略） 
２ 申請者は、市長に現地調査届出書（第３号様式）を２部提出するものとす

る。 
なお、現地調査届出書には、協議意見書の写しを添付するとともに、現地調

査に関連する図書（位置図、調査方法、工程表、現場組織体制、緊急連絡体

制）を添付するものとする。 
３ 申請者は、現地調査完了後、市長に現地調査報告書（第４号様式）を２部

提出するものとする。 
 

（現地調査） 
第６条 （略） 
２ 申請者は、市長に現地調査届出書（第３号様式）を正副２部提出するもの

とする。 
なお、現地調査届出書には、協議意見書の写しを添付するとともに、現地調

査に関連する図書（位置図、調査方法、工程表、現場組織体制、緊急連絡体

制）を添付するものとする。 
３ 申請者は、現地調査完了後、市長に現地調査報告書（第４号様式）を正副

２部提出するものとする。 
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（事前審査） 
第７条 申請者は、現地調査の結果に基づき、市長に事前審査申請書（第５号

様式）を２部提出するものとする。 
なお、事前審査申請書には、次条第２項に規定されている図書を添付するも

のとする。 
２ （略） 

（事前審査） 
第７条 申請者は、現地調査の結果に基づき、市長に事前審査申請書（第５号

様式）を正副２部提出するものとする。 
なお、事前審査申請書には、次条第２項に規定されている図書を添付するも

のとする。 
２ （略） 

（占用の許可） 
第８条 （略） 
２ （略） 
 

（占用の許可） 
第８条 （略） 
２ （略） 
３ 施行規則第３０号様式に規定されている占用方法については、占用物件の

設置方法に読み替えるものとする。 
 

（占用期間内の管理及び申請手続き） 
第１１条 
２ 占用者は、電線等の設置状況を点検する場合には、市長に電線等点検届出

書（第７号様式）を２部提出するものとする。なお、電線等点検届出書に

は、点検に関連する図書（位置図、点検方法、工程表、現場組織体制、緊急

連絡体制）を添付するものとする。 
３ 占用者は、電線等の点検完了後、市長に電線等点検報告書（第８号様式）

を２部提出するものとする。 
４ （略） 
 

（占用期間内の管理及び申請手続き） 
第１１条 （略） 
２ 占用者は、電線等の設置状況を点検する場合には、市長に電線等点検届出

書（第７号様式）を正副２部提出するものとする。なお、電線等点検届出書

には、点検に関連する図書（位置図、点検方法、工程表、現場組織体制、緊

急連絡体制）を添付するものとする。 
３ 占用者は、電線等の点検完了後、市長に電線等点検報告書（第８号様式）

を正副２部提出するものとする。 
４ （略） 
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（着手届） 
第１４条 占用者は、許可に基づく工事に着手しようとするときは、あらかじ

め、市長に工事着手届出書（第９号様式）を２部提出するものとする。な

お、工事着手届出書には、施工関係の図書（位置図、施工方法、工程表、現

場組織体制、緊急連絡体制）を添付するものとする。 

（着手届） 
第１４条 占用者は、許可に基づく工事に着手しようとするときは、あらかじ

め、市長に工事着手届出書（第９号様式）を正副２部提出するものとする。

なお、工事着手届出書には、施工関係の図書（位置図、施工方法、工程表、

現場組織体制、緊急連絡体制）を添付するものとする。 
 

（完了検査） 
第１６条 占用者は、下水道暗きょ等の占用に係る工事完了後、市長に工事完

了届出書（第１０号様式）を２部提出し、完了検査を受けるものとする。 
なお、工事完了届出書には、工事写真及び公共下水道占用許可申請書に添付

した図書から変更となった部分の図書を添付するものとする。 
 

２～５ （略） 
 

（完了検査） 
第１６条 占用者は、下水道暗きょ等の占用に係る工事完了後、市長に工事完

了届出書（第１０号様式）を正副２部提出し、完了検査を受けるものとす

る。 
なお、工事完了届出書には、工事写真及び公共下水道占用許可申請書に添付

した図書から変更となった部分の図書を添付するものとする。 
２～５ （略） 
 

（情報公開） 

第２１条 市長は、次の事項をインターネット上のホームページを利用して公

表するものとする。 

(1) 「横浜市下水道暗きょ等の利用に関する要綱」の全文及び様式。 

(2) 「下水道管きょ内空間利用の手引き」の全文。 

(3)～(5) （略） 

(6) 第４条（事前協議）から第８条（占用の許可）までの標準的な処理期間。 

 

（情報公開） 

第２１条 市長は、次の事項をインターネット上のホームページを利用して公

表するものとする。 

(1) 「横浜市下水道局暗きょ等の利用に関する要綱」の全文及び様式。 

(2) 「下水道管きょ内空間利用の手引き（横浜市下水道局）」の全文。 

(3)～(5) （略） 

(6) 第４条（事前協議）から第７条（占用の許可）までの標準的な処理期間。 
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附 則 
この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、平成１３年１０月１日に一部改定する。 
 
附 則 
この要綱は、令和６年４月１日に一部改正する。 
 

附 則 
この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 
 
平成１３年１０月１日に一部改定する。 
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第１号様式（第４条 第１項・第２項） 

 

第１号様式（第４条 第１項・第２項） 
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第２－２号様式（第５条 第３項） 

 

第２－２号様式（第５条 第３項） 
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第２－３号様式（第５条 第３項） 

 

第２－３号様式（第５条 第３項） 
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第３号様式（第６条 第２項） 

 

第３号様式（第６条 第２項） 
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第４号様式（第６条 第３項） 

 

第４号様式（第６条 第３項） 
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第５号様式（第７条 第１項、第８条 第２項） 

 

第５号様式（第７条 第１項、第８条 第２項） 
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第７号様式（第 11条 第２項） 

 

第７号様式（第 11条 第２項） 
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第８号様式（第 11条 第３項） 

 

第８号様式（第 11条 第３項） 

 



 14 / 15 
 

第９号様式（第 14条 第１項） 

 

第９号様式（第 14条 第１項） 
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第 10号様式（第 16条 第１項） 

 

第 10号様式（第 16条 第１項） 

 

 


